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〓お知らせ〓 

 

 

自動車点検整備推進運動の全国展開において、(一社)山梨県自動車整備振興会では１０月１日

～１０月３１日の間、下記のとおり｢点検整備推進Ｗｅｂキャンペーン｣を実施致します。 

新聞広告・Ｗｅｂ広告(Ｙａｈｏｏ・Ｇｏｏｇｌｅ・ＹｏｕＴｕｂｅ)・振興会ＨＰ等でＰＲ展

開いたしますので、ぜひ多くの自動車ユーザーの方にお知らせ下さい。 

  なお、下記チラシを各工場に一部ずつ配布しますので、ご活用下さい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検整備推進 Web キャンペーンの実施について 
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国土交通省より９、１０月の２ヶ月間を重点期間として、「自動車点検整備推進運動」を全国的

に展開する旨の通知がありましたのでお知らせします。 

 

令和７年度「自動車点検整備推進運動」実施要領 抜粋 

 

【目的】 

我が国の自動車保有台数は令和６年１２月末現在で８千万台を超えており、国民の生活や経済の発展

における役割は、ますます重要なものとなっている。 

現行法上、自動車の使用者には自動車の適切な点検・整備の実施が義務付けられているが、しかしそ

れが使用者に十分理解されているとは言えず、例えば定期点検整備の実施状況は乗用車で６割程度に留

まっている。また、大型車では、重大事故につながりうる車輪脱落事故が多発・増加するといった深刻な状

況が続いており、大型バスにおいても、少数ではあるものの依然として車両火災事故が発生している状況

である。 

このような状況を鑑みれば、自動車の安全確保のための予防的な点検・整備が確実に実施されるよう、

啓発を行っていくことが重要である。したがって、「不正改造車を排除する運動」など他の運動等との連携を

図った相乗効果をねらいつつ、関係省庁や自動車関係団体等の協力を得て「自動車点検整備推進運動」

を実施し、使用者に点検・整備の必要性や重要性を十分理解してもらうための取組を、全国的に展開する

こととする。 

 

 

【重点項目】 

（１）点検・整備の必要性や重要性の啓発（特に10代から30代の若者世代の使用者に重点を置く） 

（２）大型車の車輪脱落事故防止対策を中心に、大型車に関する適切な点検・整備の実施方法につ

いての啓発 

（３） 令和３年１０月に新規追加された点検項目「車載式故障診断装置の診断の結果」の確実な実施

についての周知・啓発 

 

＊関東ブロック連絡協議会共同広報ラジオ CM の展開について  

令和７年度も ｢菊池桃子｣ を CM キャラクターに起用し、ラジオ CM (山梨放送・FM FUJI) による

広報活動を展開しますのでご承知置き下さい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

自動車点検整備推進運動の実施について 
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検査時間のお知らせ 
 

受検者の皆様には日頃、検査業務にご協

力いただきありがとうございます。 

この度、検査機器の更新に伴い以下の日

程で２コースを閉鎖いたします。 

そのため、令和７年１０月１日以

降は午前中の検査時間を１２時００

分までとします。並ばれた場合であ

っても検査コースに入場は出来ませ

ん。 
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協

力をよろしくお願いいたします。 
 

【コース閉鎖日程】 

 

令和７年１０月１日（水）～ 

令和８年１月末 
 

独立行政法人自動車技術総合機構 

関東検査部 山梨事務所 
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山梨運輸支局より 

 

 

 

標記について、関東運輸局山梨運輸支局長から通知がありましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度下半期 整備管理者 選任前研修の実施について 
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９月２１日（日）～９月３０日（火）までの１０日間、令和７年「秋の全国交通安全運動」が実

施されます。つきましては、各事業場におかれましても交通事故防止の徹底が図られますようご協

力をお願いします。 

 

◇期間 

９月２１日（日）～９月３０日（火）までの１０日間 

交通事故死ゼロを目指す日 ９月３０日(火) 

◇全国交通安全運動の目的・重点目標 

１．運動の目的 

この運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マ

ナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進する

ことにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。 

２．運動の重点目標 

（１）歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進   

（２）ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進 

（３）自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進 

（４）高齢運転者の交通事故防止（本県重点） 

◇運動のスローガン 

｢守るのは マナーと家族と 君の明日｣ 

   

 

 

 

点検整備済ステッカーについては、定期点検整備促進運動の一環として『定期点検整備促進対策

要綱』に基づき、自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環

境の保全を図るため、国土交通省等の指導のもと、定期点検整備を実施した自動車の前面ガラス等

に貼付しているところです。 

 しかしながら、点検整備済ステッカーの仕入れ先である日整連より、原材料価格の高騰に加え、

運送費用等の上昇や副資材の調達コスト上昇も続いていることから、価格改定の通知がありました。 

 当会においても、自助努力だけではコスト増を吸収できない状況となるため、やむを得ず下記の

とおり頒布価格の改定を行います。 

 何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願いします。 

 

記 

１．価格改定 対象及び実施日 

  ・８年点検整備済ステッカー；令和７年１１月１日頒布分から 

  ・９年点検整備済ステッカー；令和７年１１月頒布開始分から 

※ ７年点検整備済ステッカーについては価格改定なし 

９年点検整備済ステッカー以降についても改定価格にて頒布 

２．価格改定金額 

  ・税込５０円（現状税込３８円⇒５０円） 

令和７年「秋の全国交通安全運動」の実施について 

点検整備済ステッカーの価格改定について 


